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香川県条例第18号 

風致地区内における建築等の規制に関する条例及び香川県一般海域管理条例の一部を改正する条例 

 （風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部改正） 

第１条 風致地区内における建築等の規制に関する条例（昭和45年香川県条例第37号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（行為の制限） （行為の制限） 

第２条 略 第２条 風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらか

じめ知事（市の区域内にあっては、当該市の長。以下同じ。）の許可を受

けなければならない。 

 (１)～(７) 略 

 ２ 国の機関、都道府県、市（都の特別区を含む。）、地方自治法（昭和22

年法律第67号）第2 5 2条の17の２第１項の規定に基づき風致地区内におけ

る建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令（昭和44年政

令第3 1 7号）の規定により都道府県知事の権限に属することとされている

事務の全部を処理する町村又は規則で定める独立行政法人（独立行政法人

通則法（平成11年法律第1 0 3号）第２条第１項に規定する独立行政法人を

いう。）が行う行為については、前項の許可を受けることを要しない。こ

の場合において、これらの者は、その行為をしようとするときは、あらか

じめ知事に協議しなければならない。 

 ３ 別表第１に掲げる行為については、第１項の許可を受け、又は前項の協

議をすることを要しない。この場合において、その行為をしようとする者

は、あらかじめ知事にその旨を通知しなければならない。 

  

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

 １～21 略  

22 漁港及び漁場の整備等に関する法律（昭和25年法律第1 3 7号）

第３条に規定する漁港施設のうち同条第１号に掲げる基本施設又

は同条第２号イ若しくはロに掲げる機能施設に関する工事の施行

又は漁港施設の管理に係る行為 

23～26 略 

  １～21 略 

22 漁港漁場整備法（昭和25年法律第1 3 7号）第３条に規定する漁

港施設のうち同条第１号に掲げる基本施設又は同条第２号イ若し

くはロに掲げる機能施設に関する工事の施行又は漁港施設の管理

に係る行為 

23～26 略 
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 27 電気事業法（昭和39年法律第1 7 0号）第２条第１項第16号に規

定する電気事業の用に供する電気工作物の設置（発電用の電気工

作物及び同項第14号に規定する発電事業の用に供する蓄電用の電

気工作物の設置を除く。）又は管理に係る行為 

28～34 略 

  27 電気事業法（昭和39年法律第1 7 0号）による電気事業の用に供

する電気工作物の設置（発電の用に供する電気工作物の設置を除

く。）又は管理に係る行為 

 

28～34 略 

 

  

 （香川県一般海域管理条例の一部改正） 

第２条 香川県一般海域管理条例（平成12年香川県条例第12号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（定義） （定義） 

第２条 略 第２条 この条例において「一般海域」とは、次に掲げる区域を除く海域を

いう。 

(１) 漁港及び漁場の整備等に関する法律（昭和25年法律第1 3 7号）第６

条第１項から第４項までの規定により指定された漁港の区域 

(１) 漁港漁場整備法（昭和25年法律第1 3 7号）第６条第１項から第４項

までの規定により指定された漁港の区域 

(２)・(３) 略 (２)・(３) 略 

  

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


